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子育て総合相談 

子育てのこと、ご家庭のこと、親自身の悩みなど 

お気軽にご相談ください。電話やメールでもどうぞ。 

TEL：０３－３６２２－１１５０ 

時間：９時から１８時まで 

相談 E メール： 

KOSODATESODAN＠city.sumida.lg.ｊｐ 

 

児童養育家庭 ホームヘルプサービス 

一時的な病気などで家事の手伝いが 

必要なときに、ホームヘルパーをご自 

宅に派遣して、家事援助を行います。 

 

緊急一時保育 

日頃お子さんの世話をしている保護者が病気・出産 

などで保育できなくなったとき、一時的に 

保育園等でお子さんをお預かりします。 

（利用期間：原則１か月以内） 

すみだファミリー・サポート・センター 

子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助を行いた

い方をつなぐ会員組織（事前登録制）です。 

お子さんの送迎や預かり・見守り等を行い 

ます。ご利用には登録が必要です。 

すみだファミリー・サポート・センター事務局 

TEL：０３－５６３８－０５１２ 

一時保育 

保護者の外出や心身の休養などの場合に、お子さん

を一時的に認可保育園でお預かりします。 
 

＊保育園以外にも一時預かりを実施 

している施設があります。 

（地域プラザ、子育てひろば、 

小規模保育園、一部の児童館など） 
  

いっしょに保育 

保育士が保護者の方と一緒に保育を行いながら、離乳

食、部屋の危険箇所など子育て全般についての相談を

お受けします。 

保育士２名がご自宅を訪問します。 

年度内３回、無料で利用できます。 

（１時間以内） 

※多胎児家庭は年度内４回、利用できます。 

裏面もあります 

子育て支援総合センター事業のご案内 

子育て支援サービスをぜひご利用ください！ 

子どもショートステイ 
保護者の疾病や冠婚葬祭、出張等の理由により、一時

的にお子さんを養育することが困難な場合、 

区が委託する施設等で宿泊により、短期間、 

お子さんを養育します。 

すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug）」 

区が認定した子育てサポーターがご自宅 

に伺って、一時的にお子さんを保育します。 

ご利用には登録が必要です。 

はぐ事務局 TEL：０３－３６１６－１７２７ 

家事・育児サポーター事業 

妊娠中の方と２歳までのお子さんを子育 

て中の方のご自宅をサポーターが訪問し、 

家事・育児をお手伝いします。 
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墨田区子育て支援総合センター  
〒１３０－８６２８ 
墨田区横川五丁目７番４号 
すみだ保健子育て総合センター ４階 
TEL：０３－３６２２－１１５０  
FAX：０３－３６２２－１１５６ 
E メール：KOSODATESOGOCENT＠city.sumida.lg.ｊｐ 

こみかんたいむ 

日程：原則、毎月第２・４・５月曜日 

時間：午前１０時から午後１時まで 

対象：歩けるようになるまでのお子さんとその 

保護者 （定員２５名） 

おれんじたいむ 

日程：原則、毎月第１・３月曜日 

時間：午前１０時から午後１時まで 

対象：歩けるようになったお子さんからおおむね４歳

までのお子さんとその保護者 （定員２０名） 

子育て支援総合センター交流室のご案内 

【みんなであ・そ・ぼ】 

お子さんと遊びながら、親同士の交流、情報交換を楽しみましょう。（予約制） 

※原則、1 週間前の月曜日９時より予約受付をしています。詳しくは、ホームページをご覧ください。 

【個別相談】 

日程：原則、毎週月曜日（予約制） 

時間：①１３：００～１４：００ 

②１４：００～１５：００ 

【健診時等の兄弟姉妹の一時預かり】 

日程：原則、毎週火・水・木曜日（予約制） 

時間：１３：００～１６：００ 

定員：５名 

【親子であ・そ・ぼ】 

日程：原則、毎週火・水・木曜日（予約不要） 

時間：１０：００～１５：００ 

【ひろばデビュー応援隊】 

日程：原則、毎週金曜日（予約不要） 

時間：１０：００～１５：００ 

ふたご・みつごのお子さまがいる家庭

への移動経費（タクシー料金補助） 

０歳・１歳・２歳の多胎児（双子や三つ子）を養育している 

ご家庭に、乳幼児健診や育児相談、予防接種 

などの際の移動経費（タクシー料金）の一部を 

補助します。 

ベビーシッター利用支援事業 

小学校３年生までのお子さんを養育 

する保護者の方を対象に、東京都が 

認定したベビーシッターを利用した際 

の利用料の一部を補助します。 


